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▲第１ 陳情の趣旨 

 １ 東大和市議会行政手続条例施行規則の疑義解明を求める。 

    

▲第２ 陳情の原因 

 １ 東大和市議会行政手続条例施行規則が、東大和市の例規集に掲載されている。 

【東大和市議会行政手続条例施行規則 

・平成９年５月３０日  

・議会規則第１号）】 

  ２ 東大和市行政手続条例施行規則（平成９年５月１９日・規則第２１号）が、東大

和市の例規集に掲載されている。 

  ３ 東大和市の例規集に、東大和市議会行政手続条例は、掲載されていない。 

 

▲第３ 陳情の理由 

  １ 東大和市議会行政手続条例が制定されていないのに、同条例施行規則が制定され

ることは、立法禁忌であり、適法性に欠ける。 


